
年金引き下げは違憲
全国４６56人が原告に
　2012年11月、政府は国会解散のどさくさに年金
を2.5％削減する法律を強行成立させました。これ
に対し「年金削減は許さない」と全国の年金者組合
が国を相手に年金引き下げ違憲訴訟に立ち上がり
ました。現在、全国４3都道府県で４６56人が提訴し、
３７地方裁判所で裁判がすすめられています。

世代間の公平性・持続性はまやかし
最大の被害者は現役世代

年金減額は憲法２５条・２９条違反
国連社会権規約にも反する
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年金裁判の目的
年金裁判では、年金カット法に象徴される際限のない年金削減
を強行する現行の年金制度をさらに続けるのか、それとも若者
も高齢者も安心して老後を暮らせるよう全国民共通の最低保
障年金制度の創設をはじめ年金制度を国民的議論で作り上げ
るのか、が問われています。
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全日本年金者組合

　公的年金制度は、年金受給者の購買力を維持し、高齢者の生
活を支えるうえで大切です。しかし、政府は昨年の国会で「実質
的価値を維持する」としていたこれまでの約束を破って年金の
減額を行いました。一度決まった年金額を引き下げることは、
憲法２５条２項や財産権を規定した憲法２９条に違反します。国
連の社会権規約は「社会保障は、少しずつでも前進させるべ
き」と規定し、社会保障制度の「後退禁止原則」を定めています。

　年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が管理している年
金積立金は137兆円もあり、株価を吊り上げるために株式への運
用比率を倍増し、２０１５年から１６年にかけて10兆円もの損失を
出しています。積立金を活用すれば、2.5％の年金削減は行う必
要はありませんでした。政府は「年金削減は、世代間の公平性と
持続性のため」と主張していますが、今後30年も減らし続けるこ
とによって、現役世代は減額された金額で年金受給がスタートす
るため最大の被害者となります。世代間の公平性・持続性のため
という政府の主張は全くのまやかしです。
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高齢者の生活を
保障するのは国の責任

現役労働者が普通に暮らせる
賃金・雇用の実現を

高齢者を狙い撃ち、医療・介護の改悪すすむ

今年８月から
年金受給資格が10年に短縮
　昨年の国会で年金受給資格が２５年から１０年に短縮され、今年８
月１日から約６４万人の無年金の方が年金受給資格を持つことになりま
した。いままで加入月不足のため無年金であった方は、お近くの年金者
組合、または年金事務所にお問い合せ下さい。

　高齢者を狙い撃ちにした医療・介護の負担増と給付減が連続して
います。医療費の７０歳～７５歳の窓口負担を１割から２割に引き上げ、
７０歳以上の高額療養費制度の患者負担の上限額引き上げ、７５歳以
上の後期高齢者医療制度の保険料の５割減額を２割に縮小。全国に約
200万人いる要支援１・２の介護サービスを介護保険の対象からはず
し市区町村事業へ移管。介護サービスの自己負担を現行１割から段
階的に２割に引き上げようとしています。

  いま、現役労働者の３７．５％、２０
１６万人が非正規雇用で働いてお
り、年収２００万円以下の貧困層
が１０６９万人もいます。これらの
人たちは、厚生年金や共済年金
にも加入できないだけではなく、
保険料が高すぎて国民年金にも
加入できず、将来、無年金・低年
金に陥る危険性があります。
　いま必要なことは最低賃金を
大幅に引き上げ、非正規を正規
雇用に切り替えることです。
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　すべての国民が個人として尊重さ
れ、健康で文化的な最低限度の生活を
営むためには、国の責任によって全額
国庫負担による最低保障年金制度の
確立が必要です。

年金制度改善の署名にご協力ください。

国の責任で

全労働者の約４割2016万人が非正規
若者の老後が危ない

基礎年金（平均月額約５万円）のみの受給者

厚生年金受給者で月額10万円以下の受給者

無年金者（推定）

計
2014年厚生年金保険･国民年金事業の概要より

767 22.3
人数（万人） ％

393 11.5

100 2.9

1260 36.7

若い人も高齢者も
安心できる年金を

　自公政権が昨年１２月、年金カット法を強行し
たため、高齢者と現役労働者の年金は毎年のよ
うに下げられることになりました。現在でも年
金受給者の４０％近くが月１０万円以下の年金で
す。そのため定年退職後も年金収入だけで暮ら
せない高齢者は嘱託、契約、アルバイト、パート
などで食いつながざるを得ません。
　生活保護世帯のうち６５歳以上の世帯の割合
が50.8%を超え、低年金や貧困の深刻化が鮮明
になっています。
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